
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O N T E N T S 

１．三重県からのお知らせ 

① 中小企業経営者・人事労務担当者等のための第４回テレワーク研修会のご案内 

② こころのバリアフリーセミナー「共生社会の実現に向けて合理的配慮について考える」のご案内 

③ 大きく変わる！外国人雇用制度の最新情報をお届けします！ 

④ ～外国人雇用に関する諸々のお悩みを解決～ 個別企業相談会のご案内 

⑤ 障がい者雇用促進フォーラムみえのご案内 

⑥ 勤労者向け融資制度のご案内 

⑦ 労働者協同組合法のご案内 

⑧ 勤労者福祉サービスセンターをご存知ですか？ 

⑨ 企業と人権を考える集い「AIがもたらす社会の変化」のご案内 

⑩ 障害者差別に関する相談窓口の試行事業「つなぐ窓口」がスタート！ 

⑪ 就活前に三重県の企業を勉強してみませんか？ 「企業研究会」のご案内 

 

２．三重県労働委員会事務局からのお知らせ 

① 不当労働行為審査制度のご案内 

  

３．三重労働局からのお知らせ 

① 年収の壁・支援強化パッケージのご案内 

② パート・アルバイトで働く「１３０万円の壁」でお困りの皆さまへ 

③ 配偶者手当を見直して若い人材の確保や能力開発に取り組みませんか？ 

④ 事業主の皆様へ 年収の壁対策として労働者１人につき最大50万円助成します！ 

⑤ ３業種の三重県特定（産業別）最低賃金額が改正されます 

⑥ 最低賃金リーフレットのご案内 

⑦ 令和５年度 墜落災害防止強調月間のご案内 

⑧ 年末年始無災害運動のご案内 

⑨ 12月は職場のハラスメント撲滅月間です 

⑩ 職場のハラスメント対策リーフレットのご案内 

⑪ Refresh! もっと自分らしい働き方休み方のご案内 

 

４．三重産業保健総合支援センターからのお知らせ 

① 独立行政法人労働者健康安全機構「三重産業保健総合支援センター」と「各 地域産業保健センター」

ご利用のお知らせ 

 

 

＊「三重の労働2023年１２月・2024年１月号」全ページを一括ダウンロードする 







テーマ スーパーマーケットにおける合理的配慮

長友 薫輝（ながとも まさてる）氏

時間

対象

会場

定員

会場・オンライン

会場

講師プロフィール

1975年宮崎県生まれ。現在、佛教大学社会福祉学
部 准教授。専門は社会保障学、医療・福祉政策論、
地域医療論・地域福祉論。三重県障がい者差別解消
支援協議会 会長等を務める。『感染症に備える医
療・公衆衛生（コロナと自治体２）』など著書多数。

申込方法は裏面をご覧ください

テーマ 改正障害者差別解消法施行で何が変わるか

講演 事例紹介（トークセッション）

令和６年４月１日から改正障害者差

別解消法が施行され、事業者（個人事

業主・ボランティア団体などを含みま

す）による障がい者への合理的配慮の

提供が義務化されます。

今回のセミナーを通じて、障がいの

有無にかかわらず誰もが共に暮らしや

すい共生社会の実現に向け、必要とさ

れる「対話」について学ぶ機会としま

せんか？

令和５年

12月

12日
参加無料

火

佛教大学社会福祉学部 准教授

手話通訳・
要約筆記あり

会場の参加者で複数のグループに分かれ、スーパーマーケット
の利用者（障がい者）と従業員の設定でグループワークを行いま
す。
障がいの有無にかかわらず誰もが快適に利用できるお店にする

雇用分野では、障害者雇用促進法において平成28年４月から、
事業主は過重な負担にならない範囲で障がい者に対して合理的配
慮を提供することが義務付けられています。
今回、障がい者のテレワーク拠点「ワクスぺみえ」(※)の利用企

業及び運営企業の担当者の方にどのような合理的配慮を行っている
か、また当事者の方にどのような点が働きやすいかについてお話し
いただきます。

【出演】中京陸運株式会社 人事担当者及び当事者

株式会社アルファプランニング「ワクスぺみえ」担当者

※障がい者のテレワーク拠点「ワクスぺみえ」（所在地：四日市市内）
「ワクスぺみえ」は、株式会社アルファプランニングが県の補助金を利

用して、令和４年12月に開設した障がい者のテレワーク拠点です。障がい
者を受け入れる環境を自社で確保することが難しい企業に、障がい者が働
きやすいサテライト環境を提供するとともに、常駐する支援員が雇用管理
などの企業支援を行うことで、障がい者雇用のノウハウがない企業でも障
がい者を雇用しやすく、障がい者も安心して働くことができる職場づくり
を行っています。

テーマ 合理的配慮で実現する働きやすい職場

障害者差別解消法の考え方の基礎となっている「社会モデル」
や、障がい者への合理的配慮の提供について学びます。
その上で、障がいの有無にかかわらず、互いにその人らしさを

認め合いながら共に生きる社会の実現に向け、障がい者と事業者
が「対話」を重ね、解決策を検討していくことの大切さについて
学びます。

ために、どのような配慮や改善か必要か、また県に寄せられた相
談事例を取り上げ、どのような解決策があるか話し合います。



■こころのバリアフリーセミナー全体について

三重県 子ども・福祉部 障がい福祉課 社会参加班

TEL 059-224-2274 FAX 059-228-2085 メール shoho@pref.mie.lg.jp

■障がい者のテレワーク拠点について

三重県 雇用経済部 障がい者雇用・就労促進課 障がい者雇用班

TEL 059-224-2510 FAX 059-224-3024 メール syurou@pref.mie.lg.jp

 右のＱＲコードからお申し込みいただくか、下記の必要事項をご記入の上、
ＦＡＸまたはＥメールによりお申し込みください。
送付先 ＦＡＸ 059-228-2085

Ｅメール shoho@pref.mie.lg.jp
※Ｅメールの件名は「こころのバリアフリーセミナー参加申込」としてください。

 オンライン参加を希望された方には、セミナー前日までに申込時に記載されたメールアドレスに
ZoomのID等をお知らせします。

会 場 参 加 ：１２月 ５日（火）
オンライン参加：１２月１１日（月）

申込方法・期限

お問い合わせ先

お名前（ふりがな）

所属
（会社名・団体名）

電話番号

メールアドレス

参加者

□ 障がい当事者 □ 企業

□ 障害福祉サービス事業所

□ 教育関係者 □ 行政関係者

□ その他（ ）

参加形式

□ 会場参加

□ オンライン参加
（オンラインでの参加人数 人）

手話通訳・要約筆記
の希望

□ 手話通訳 □ 要約筆記

※希望される方は12月１日（金）までにご回答ください。

その他
※駐車場等何らかの配慮が
必要な場合ご記入ください。

参 加 申 込 書



【第1回】

【第2回】

９月19日（火）13:30-15:00

厚生労働省採択事業 三重県地域活性化雇用創造プロジェクト（令和５年度）
外国人受入体制構築事業

参加無料
オンライン
セミナー

ブリック労働法務事務所

代表 橋本 裕介 氏 （特定社会保険労務士・特定行政書士）
兵庫県たつの市出身 1980年生まれ。同志社大学文学部社会学科産業関係学専攻卒業、同志社大学大
学院総合政策科学研究科公共政策コース博士前期課程修了。企業や自治体等への外国人材受入れ支援
（技能実習生や特定技能外国人などの入管手続、労務管理等）のコンサルティングに力を入れている。
一般社団法人国際労働法務協会代表理事、大手前短期大学非常勤講師、キャリアコンサルティング2
級技能士、各種専門誌への執筆、講演、研修実績多数。共著「外国人雇用書式・手続マニュアル」
（日本法令）が（Amazonランキング外国人部門で1位を獲得）好評発売中。

雇用を継続される企業様も！
雇用を検討されている企業様も！

10月25日（水）13:30-15:00

【第3回】 令和6年１月18日（木）13:30-15:00

第二部 優秀な留学生に注目しよう！

「外国人留学生を雇用し会社の戦力にしよう！」

第一部 最新情報 第3弾！（有識者会議の最終報告書をもとに解説します）

「技能実習・特定技能の制度はこう変わる！ 」

株式会社グローバルパワー 代表取締役 竹内幸一 氏
一般社団法人 外国人雇用協議会 理事

【講師紹介】

【第1回】【第2回】

【第3回】

1974年生まれ。カリフォルニア州立大学サクラメント校中退後、外資ワイン商社～大手人材会社へ。
2005年社内ベンチャーで外国人就業支援事業を立上げ～事業部MBOでグローバルパワー設立に参画し、
2010年代表取締役に就任。『国内優秀層外国人求人サイトNINJA 』を運営。（現任）
2016年、一社）外国人雇用協議会（会員数・現在約100社）を発起人として設立、理事就任。（現任）
2022年、文科省「戦略的な留学生交流の推進に関する検討会」委員。（現任）
出演メディア；ガイアの夜明け・WBS・NHKスペシャル等多数。
著者『知識ゼロからの外国人雇用（幻冬舎・2020年）』

【主催】公益財団法人 三重県産業支援センター、三重県
【後援】三重県商工会議所連合会、三重県商工会連合会、三重県中小企業団体中央会

第一部 最新情報！

「技能実習廃止に伴う新制度への展望と労務管理の新たな視点①」

第二部 分かりやすく教えます！

「はじめて外国人を受け入れるための基礎知識と職場定着術」

第一部 最新情報 第2弾！

「技能実習廃止に伴う新制度への展望と労務管理の新たな視点②」
第二部 人材不足は待ったなし！

「産業分野別にみる特定技能制度の特徴と効率的な人材育成法」

オンライン
セミナー



≪問合わせ先≫
公益財団法人三重県産業支援センター 事業部 経営支援課
地域活性化雇用創造プロジェクト 担当：岡
〒514-0004 津市栄町1丁目891三重県合同ビル5階

TEL 059-253-1260 FAX 059-253-1262
メールアドレス chipro-gaikoku@miesc.or.jp
https://www.miesc.or.jp/support/contents/808/

※本セミナーはすべてオンラインで、ZOOMウェビナーを使った開催です。
※セミナーの視聴URLは、記入していただいたメールアドレスにお送りいたします。

※セミナー参加募集期間：令和５年７月７日(金)～各セミナー開催前日まで

外国人雇用セミナー参加申込書

【申込方法】

以下のどちらかの方法でお申込みください。

●電子メールでのお申込み

右記の二次元コード、または下記のURLより、
「参加申込書」をダウンロード後、必要事項を記入後、
下記の メールアドレスにお送り下さい。

https://www.miesc.or.jp/support/contents/808/

E-Mail: chipro-gaikoku@miesc.or.jp
●FAXでのお申込み

この「参加申込書」に必要事項を記入していただき、お送り下さい。

FAX: 059-253-1262

企業名

住 所 （〒 ）

参加者 （部署） （役職） （氏名）

連絡先 （E-Mail）

（電話） （FAX）

受講したい
セミナーに
○を付けて下
さい。

（ ）

第1回
9月19日(火)
13:30-15:00

第一部 技能実習廃止に伴う新制度への展望と労務管理
の新たな視点①

第二部 はじめて外国人を受け入れるための基礎知識と
職場定着術

（複数受講可） （ ）

第2回
10月25日(水)
13:30-15:00

第一部 技能実習廃止に伴う新制度への展望と労務管理
の新たな視点②

第二部 産業分野別にみる特定技能制度の特徴と効率的
な人材育成法

（ ）

第3回
令和6年1月18日(木)

13:30-15:00

第一部 技能実習制度・特定技能の制度はこう変わる！
第二部 外国人留学生を雇用し会社の戦力にしよう！

参加無料

オンライン
セミナー

厚生労働省採択事業 三重県地域活性化雇用創造プロジェクト（令和５年度） 外国人受入体制構築事業

三重県内事業者様対象

mailto:chipro-gaikoku@miesc.or.jp


厚⽣労働省採択事業 三重県地域活性化雇⽤創造プロジェクト（令和5年度）
外国⼈受⼊体制構築事業

～外国人雇用に関する諸々のお悩みを解決～

個別企業相談会

相談員

（相談事例）

・相談時間は、1社あたり６0分以内です。
・お申込み時、希望する相談時間帯の優先順位を付けてください。優先順位により、時間帯を
調整し、後日ご連絡いたします。

長岡 由剛 Yoshitake Nagaoka
特定行政書士
行政書士法人明るい法務事務所代表

オンライン開催相談無料
県内事業者の経営者・人事

労務担当者等
先着10社まで

【主催】公益財団法人三重県産業⽀援センター、三重県
【後援】三重県商⼯会議所連合会、三重県商⼯会連合会、三重県中⼩企業団体中央会

早稲田大学卒。サラリーマンを経て２０１１年に行政書士登録。
主たる業務は外国人在留関連手続き。現在は行政書士５名、補助者７名の体制で
年間１，５００件以上の外国人に関する案件を処理する。
行政書士や弁護士等の専門家向けの外国人在留関連法令に関する講師の他、企業
等に対する外国人適正雇用に関する講師、外国人⽀援団体向けの外国人⽀援に関
する講師を多数務める

申込み締切 各開催日5日前まで
但し、相談数が10社を超えた
場合は、その時点で締め切ります。

相談会日程 希望時間帯を選択

第１回 9月26日（火）

・10:30~11:30
・13:30~14:30
・15:00~16:00

第２回 10月17日（火）

第３回 10月26日（木）

第４回 11月21日（火）

第５回 令和6年1月23日（火）

・技能実習と特定技能の違いやそれぞれのメリット、デメリットは？
・外国にいる人を採用したいが、どのような在留資格が適当か、その手続き方法は？
・できるだけ長期雇用したいが、どのような方法があるか？
・特定技能の給与等、待遇面についてどのように設定したらよいか？
・当社の業務内容に合う留学生の専攻分野はどこまで関連性が必要か？



「個別企業相談会」申込書

電子メールでのお申込み

お問い合わせ先

オンライン開催

FAXでのお申込み

厚⽣労働省採択事業 三重県地域活性化雇⽤創造プロジェクト（令和5年度）
外国⼈受⼊体制構築事業

公益財団法人三重県産業⽀援センター 事業部 経営⽀援課

地域活性化雇用創造プロジェクト 担当：岡
〒514-0004 津市栄町1丁目891三重県合同ビル5階

TEL 059-253-1260 FAX 059-253-1262

以下のどちらかの方法でお申込みください。

右記の二次元コード、または下記のURLより、

「参加申込書」をダウンロード後、必要事項を記入し、
下記の メールアドレスにお送り下さい。

この「参加申込書」に必要事項を記入していただき、お送り下さい。

FAX: 059-253-1262

https://www.miesc.or.jp/support/contents/819/

E-Mail: chipro-gaikoku@miesc.or.jp

1.希望相談日 日時 2.希望時間帯優先順位

（ ） 9月26日（火）

（ ）10:30~11:30
（ ）13:30~14:30
（ ）15:00~16:00

（ ） 10月17日（火）

（ ） 10月26日（木）

（ ） 11月21日（火）

（ ） 令和6年1月23日（火）

企業名

住 所 （〒 ）

相談者 （部署） （役職） （氏名）

連絡先
（E-Mail）

（電話） （FAX）

まず、希望相談日のどれか１つに○を付けてください。その後、希望時間帯に優先順位の番号（1,2,3）
を付けてください。申込み期限後に、相談日時を決定しご連絡いたします。

申込み締切 各相談日の5日前まで 但し、それまでに相談総件数が10件(社)を

超えた場合は、その時点で締め切ります。
※相談者は、事前に相談内容を記入した「相談シート」を提出していただきます。
※相談会のZOOM用URLは、記入していただいたメールアドレスにお送りいたします。

mailto:chipro-gaikoku@miesc.or.jp


障がい者雇用促進
フォーラムみえ

第１部 障がい者雇用制度の概要と納付金・助成金
13:30 主催者挨拶
13:35 障がい者雇用の県内状況と改正障害者雇用促進法（三重労働局）
14:05 障害者雇用納付金と助成金（(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構三重支部）

第２部 多様で柔軟な障がい者雇用の事例
14:35 県内の短時間雇用企業の開拓状況（株式会社アルファプランニング）
14:55 テレワークによる障がい者雇用（特定非営利活動法人 a trio）
15:15 県からのお知らせ
15:25 閉会

●共催 三重県、三重労働局、（独)高齢・障害・求職者雇用支援機構三重支部

●お問い合わせ 三重県雇用経済部障がい者雇用・就労促進課 電話 059-224-2510

申込はコチラ

対象者
☑障がい者雇用に取り組みたい企業
☑障がい者雇用を拡大したい企業
☑障がい者就労支援サービス事業所
☑障がい者雇用に関心のある方

オンライン（Zoom）参加可

◎障がい者雇用に取り組むため、県内状況や障がい者雇用制度の概要を理解する。
◎納付金や助成金など、障がい者雇用の支援制度が活用できる。
◎障がい者雇用の事例を参考に、障がい者雇用に取り組む。

参加
無料

日時

場所

参加
方法

令和６年２月９日（金） 13:30～15:30（受付13:00）

三重県総合文化センターフレンテみえ 多目的ホール
（津市一身田上津部田1234番地）

会場またはオンライン
【申込期限2月１日（木）】

このセミナーのねらい



会社（団体）名

お名前

参加方法 □会場 ・ □オンライン（いずれかに☑）

手話通訳・要約筆記希望
（２月１日まで受付）

□手話通訳を希望 □要約筆記を希望

電話番号

メールアドレス

委託訓練による障がい者雇用支援の取組

FAX 059-224-3024 三重県 雇用経済部
障がい者雇用・就労促進課障がい者雇用班 あて

申 込
受 付

POINT１ 障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。（令和６年４月以降）

POINT２ 除外率が引き下げられます。（令和７年４月以降）
POINT３ 障害者雇用における障害者の算定方法が変更となります。
POINT４ 障害者雇用のための事業主支援を強化（助成金の新設・拡充）します。（令和６年４月以降）

令和５年度 令和６年４月 令和８年７月

民間企業の法定雇用率 2.3% 2.5％ 2.7％

対象事業主の範囲 43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

障害者雇用納付金制度は、障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であ

るとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用

する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため

「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。

常用労働者の総数が100人を超える事業主において障害者法定雇用率未達成の事業主に納付金を収

めていただき、その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、

在宅就業障害者特例報奨金、特例給付金及び各種助成金を支給しています。

障害者雇用納付金制度と助成金

お申込みからの流れ

https://logoform.jp/form/8vMX/322467

①お手持ちのパソコンやスマート
フォンから、URLや二次元バーコー
ドを利用して項目を入力、または
下記の事項を記入してFaxしてくだ
さい。

②受付メールが三重県から届きます。
オンライン参加のZoomウェビナー
アドレスが記載されています。

…

オンライン参加される方で、インターネットの接続環境が不安な方は、令和６年
２月２日（金）に接続テストを行います。時間は受付メールでお知らせします。











勤労者福祉サービスセンターをご存知ですか？ 
～働く人のため 便利でお得な情報がいっぱい！～ 

 

 勤労者福祉サービスセンターは、中小企業と大企業との福利厚生に対する格差を縮小することを目的に、中小企業

等で働く皆さんに総合的な福利厚生サービスを提供しています。 

 現在、三重県内３ヶ所に設置されており、各地域に密着した様々な事業・サービスを展開しています。ご入会いた

だくと、僅かな会費負担で個々の事業所では実施困難な大企業並みの充実した福利厚生を実現できます。 

 

 １．入会すると、こんなメリットがあります！ 

＊企業のイメージアップ         ＊福利厚生にかかる手間や事務量の軽減  ＊福利厚生費の削減          

＊ニーズに対応した幅広い福利厚生の実現 ＊活気あふれる職場づくり        ＊祝い金、見舞金、弔慰金の充実 

  ＊有能な人材の確保と職場定着の向上   ＊従業員の健康管理、健康維持増進 

 ２．主なサービス内容 

  ＊余暇活動（イベント実施、レジャー施設等の割引、レジャー施設等の割引、各種チケット割引あっせん） 

  ＊生涯学習・自己啓発（文化・教養講座実施、通信教育講座等の受講費一部助成） 

  ＊健康の維持・増進（人間ドック等の受診助成、インフルエンザ予防接種補助、スポーツ施設割引） 

  ＊共済給付事業（慶弔、傷病休業、住宅災害等） 

   

◆三重県内の勤労者福祉サービスセンター ※詳しいサービスの提供内容については、各センターへお問い合わせください。 

 （公財）松阪市勤労者サービスセンター 

＜ゆうとぴあ＞ 

（一社）三重中勢勤労者サービスセンター 

＜ジョイフル中勢＞ 

（一社）伊勢地域勤労者福祉サービスセン

ター ＜ジョイワーク＞ 

 

所在地 

〒515-0041 

松阪市上川町 212-1 ワークセンター松阪内 

TEL0598-29-6510 

FAX0598-29-6514 

〒514-0002 

津市島崎町 143-6 津市労働会館内 

TEL059-222-1500 

FAX059-222-1505 

〒516-0076 

伊勢市八日市場町 13-13 サンライフ伊勢内 

TEL0596-20-1177 

FAX0596-20-1188 

設立市町 松阪市 津市 伊勢市・鳥羽市・玉城町 

入会金 1 人につき５００円 1 人につき５００円 1 人につき５００円 

会 費 １人につき月額８００円 １人につき月額８００円 １人につき月額８００円 

利用対象者 会員とその同居家族 会員とその 2 親等以内の親族 会員とその同居家族 

 

 

 

会員資格 

・松阪市内に主たる事務所を有する事業所

に勤務する勤労者と事業主 

※事業所単位で入会することが原則です。

（個人事業主でも可） 

・松阪市内に居住し、市外の事業所に従事

する勤労者の方→個人で入会申込 

・津市内に主たる事務所を有する事業所に

勤務する勤労者と事業主 

※事業所単位で入会することが原則です。

（個人事業主でも可） 

・伊勢市、鳥羽市、玉城町に主たる事務所

を有する事業所に勤務する勤労者と事業主 

※事業所単位で入会することが原則です。

（個人事業主でも可） 

・伊勢市、鳥羽市、玉城町に居住し、その

区域外の事業所に従事する勤労者の方→個

人で入会申込 

会員数 （８，２５５人） 

（１，４９５事業所） 

※R5.3.31 時点 

（５，８４５人） 

（５１３事業所） 

※R5.3.31 時点 

（５，０８２人） 

（８２１事業所） 

※R5.4.1 時点 

ホームページ https://utopia.zenpuku.or.jp/ https://www.joyfull-chusei.jp/ https://joywork.zenpuku.or.jp/ 















三重県労働委員会事務局（県の機関です。）〒514-0004 津市栄町１丁目 954 三重県栄町庁舎５階 

TEL:059-224-3033  roui@pref.mie.lg.jp 【HP】http://www.pref.mie.lg.jp/ROUI/HP/ 

 

 

 

 労働委員会では、労働組合法に基づき、不当労働行為の審査を行っています。 

 

■ 不当労働行為とは 

労働組合法では、使用者（会社）の次のような行為を禁止しています。 

・ 労働組合の組合員であることや、正当な組合活動を行ったこと等を理由に、組合 

員に解雇などの不利益な取扱いをすること。 

・ 正当な理由もなく労働組合との団体交渉を拒否すること。 

・ 労働者による組合結成や組合運営に対し介入すること。 

 

■ 不当労働行為の審査の方法 

労働委員会は、労働組合または労働者から不当労働行為の救済申立てがあったとき

は審査を行い、不当労働行為の事実があると認めるときには、使用者に対して命令を発

し、労働組合や労働者を救済します。 

審査は、主張書面や証拠書面の提出、証人への尋問など、裁判の手続きに準じた形で

行っています。 

なお、命令を発するまでは和解による解決も可能であり、労使双方から希望があれば、

労働委員会が和解のお手伝いをします。 

 

 ■ 代表的な事例 

   Ｘ労働組合から、Ｙ社が団体交渉に応じないとして、不当労働行為の救済申立てがあ

りました。審査の中で両当事者の主張の整理を進めたところ、Ｘ・Ｙ間に存する団体交

渉ルールについての両者の解釈の違いが明らかになってきました。  

そこで、審査委員を中心に団体交渉ルールの改正案を作成し、労働者側参与委員及び

使用者側参与委員が調整役として、両者の意見のすりあわせを行いました。  

最終的には、労働委員会立会いのもと、和解が成立し、本件は終結しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不当労働行為審査制度のご案内 

 

申立ては、労働組合または労働者から

できます。 ご利用は無料です！ 

労働委員会が、当事者の主張の

整理、証人調べなどを行います。 

不当労働行為が認められると

救済命令が、認められないと棄

却命令が出されます。 

① 救済申立て ② 審査（調査・審問） ③ 命令 

不当労働行為審査の流れ 

http://www.pref.mie.lg.jp/ROUI/HP/


0120-030-045



「106万円の壁」への対応

配偶者手当への対応

「130万円の壁」への対応

残業

【加入前】 【加入後】
（時給1,000円） （時給1,020円）

要 件 1 人 当 た り
助 成 額

①賃金の15％以上を追加支給
（ 社 会 保 険 適 用 促 進 手 当 ）

1年目
20万円

②賃金の15％以上を追加支給
（ 社 会 保 険 適 用 促 進 手 当 ）

3年目以降、③の取組

2年目
20万円

③賃金の18％以上を増額
3年目
10万円

週所定労働
時間の延⾧

賃金の
増額

1 人 当 た り
助 成 額

4時間以上 ー

30万円
3時間以上
4時間未満 ５％以上

2時間以上
3時間未満 1 0％以上

１時間以上
2時間未満 1 5％以上



「１３０万円の壁」で

お困りの皆さまへ

年収130万円以上になると、

国民年金・国民健康保険の保険料支払いにより

手取り収入が減ってしまうため、

人手不足で仕事はあるのに、働く時間を調整している。

パート・アルバイトで働く

こんなお悩みはありませんか？

「130万円の壁」への対応

◆事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

R6.10
残業

被扶養者の
収入確認

R5.10

被扶養者の
収入確認

130万円以上で
も事業主の証
明により引き
続き被扶養者
として認定

（例）毎月10万円で働くパートの方が残業により一時的に収入が増え、年収130万円以上になった場合

年収120万円見込 年収140万円

R5.12

＋残業20万円

人手不足で
残業発生

パ
ー
ト
先
の

事
業
主
の
証
明

企業の事情、労働者の希望に応じた働き方を後押しします

パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなど

により、収入が一時的に上がったとしても、事業主

がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続

けることが可能となる仕組みを作ります。

詳しくは、裏面もご確認ください。



「130万円の壁」への対応に関するよくある質問について

Q どのような収入の増加が対象となりますか？

A

Q ２つ以上の事業所に勤務している場合も対象となるのでしょ
うか？

A

Q 私の働き方で引き続き被扶養者として認定を受けられるか心
配です。どこに相談すればよいですか？

A まずはご加入の健康保険組合等にご相談ください。

職場の人手不足に対応するため、働く時間を延ばしたことな
どによる一時的な収入変動が対象となります。

「一時的な収入変動」であることをどのように証明をすれば
いいですか？様式は決まっていますか？

勤務先の事業主が一時的な収入であることを証明することに
なります。証明の様式は厚生労働省のウェブサイトにて公開
しています。

対象となります。証明については、人手不足に伴う労働時間
の延長等を行った事業主から取得してください。

Q いつからの収入が対象となりますか？

A
今後行われる被扶養者の収入確認で確認の対象となる過去の
収入が対象となります。詳しくはご加入の健康保険組合等に
ご確認ください。

➢ この他、厚生労働省ウェブサイトによくある質問を掲載しています。
厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ（https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html）

Q

A

年収の壁に関する
厚生労働省ウェブサイト

0120-030-045
（フリーダイヤル・無料）

受付時間 平日 ８:３０～１８：１５
（土日・祝日・年末年始（12/29～1/3）はご利用いただけません。）

年収の壁突破・総合相談窓口

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html


配偶者手当を見直して

若い人材の確保や能力開発に取り組みませんか？

いわゆる「年収の壁」対策

今年は30年ぶりの高い水準での賃上げ。地域別最低賃金額の全国加重平均は

1,004円となった。

短時間労働者にもこのような賃上げの流れを波及させていくためには、本人

の希望に応じて可能な限り労働参加できる環境作りが大切。

わが国では、2040年にかけて生産年齢人口が急減し、社会全体の労働力確保

が大きな課題。既に、企業の人手不足感は、コロナ禍前の水準に近い不足超

過となっており、人手不足への対応は急務。

当面の対応として、政府は「年収の壁・支援強化パッケージ」をとりまとめ、

支援を開始。

私たち企業の配偶者手当と「年収の壁」は何の関係があるの？

例えば、夫の会社の配偶者手当をもらうため、他社で働いている妻が、

手当受取りの収入基準を超えないように働き控え
をする場合もあるんだ。

このため、社会保障制度だけでなく、企業の配偶者手当が、いわゆる
「年収の壁」として、就業調整の一因となる場合があると聞いたよ。

なるほど。その場合、配偶者手当を見直す必要があるのかもしれないね。

そうだね。配偶者手当を見直すことは、自社の人材確保のためにも役
立つよ。

配偶者手当の原資をもとに、共働きの方や独身の方、能力開発に積
極的な方など、いろいろな方が活躍できる賃金・人事制度を改めて考
えるいい機会になると思う。

配偶者手当を支給する企業は減少傾向なんだ。

働く意欲のあるすべての人が、「年収の壁」を意識することなく、そ
の能力を十分に発揮できるような環境の整備にみんなで取り組んでい
けたらいいね。

「年収の壁」と配偶者手当の関係について

※配偶者のいるパートタイム労働者の就業調整の理由：
被扶養者認定基準（130万円）57.3％、被用者保険加入（106万円）21.4％、配偶者手当15.4％

詳細はこちら



４ステップのフローチャート
賃金制度の円滑な見直しに向け、次のチャートを参考に進めてみましょう

詳細は、厚生労働省ウェブサイト
「配偶者手当の在り方の検討」にまとめています。

厚生労働省ウェブサイト

「配偶者手当」のあり方の検討に向けて 実務資料編

• 配偶者手当の廃止（縮小） ＋ 基本給の増額
• 配偶者手当の廃止（縮小） ＋ 子ども手当の増額
• 配偶者手当の廃止（縮小） ＋ 資格手当の創設
• 配偶者手当の収入制限の撤廃

など

賃金制度・人事制度の見直し検討に着手
まずは、他社の事例※も参考に自社の案を検討
※【「配偶者手当」のあり方の検討に向けて 実務資料編】P30をご覧ください

Step１

見直し案の決定
［決定の過程での留意点］
・労使での丁寧な話し合い
・賃金原資総額の維持
・必要な経過措置
※【「配偶者手当」のあり方の検討に向けて 実務資料編】P8やP30を参考
に、従業員の納得感があるものにしましょう

※留意すべき法律や判例についてはP12以降をご参考ください

Step４ 決定後の新制度の丁寧な説明
見直しの影響をうける従業員に丁寧な説明を行い、新制度を従業員の
満足度向上につなげましょう

Step２ 従業員のニーズを踏まえた案の策定
アンケートや各部門からヒアリングを行い、自社にあった案に絞り込んでいく

手当見直し内容の具体例

Step 3

（R5.10）



年収の壁対策として

労働者１人につき最大50万円助成します！

要 件
1 人 当 た り
助 成 額

①賃金の15％以上を追加支給
（ 社 会 保 険 適 用 促 進 手 当 ）

1年目

20万円

②賃金の15％以上を追加支給
（ 社 会 保 険 適 用 促 進 手 当 ）

3年目以降、③の取組

2年目

20万円

③賃金の18％以上を増額
3年目

10万円

（１）手当等支給メニュー

週 所 定 労 働
時 間 の 延 長

賃 金 の
増 額

1 人 当 た り
助 成 額

4時間以上 ー

30万円

3時間以上
4時間未満

５％以上

2時間以上
3時間未満

10％以上

１時間以上
2時間未満

15％以上

（２）労働時間延長メニュー

◆社会保険適用促進手当
事業主が社会保険適用に伴い手取り収入を減らさないよう

手当を支給した場合は、本人負担分の保険料相当額を上限として
社会保険料の算定対象としません。

※ 助成額は中小企業の場合。大企業の場合は３／４の額。
※ １年目に（１）の取組による助成（20万円）を受けた後、
２年目に（２）の取組による助成（30万円）を受けることが可能。

キャリアアップ計画書を事前に提出しましょう！

事業主の皆様へ

｢社会保険適用時処遇改善コース｣を新設しました！

R5.10 R5.11 R5.12 R6.1 R6.2 R6.3 R6.4 R6.5 R6.6 R6.7 R6.8 R6.9 R6.10 R6.11 R6.12

R5

　10月

★ ★ ★ ★ ★ ★

　11月
★ ★ ★ ★ ★ ★

　12月
★ ★ ★ ★ ★ ★

R6

　 1月

★ ★ ★ ★ ★ ★

キャリアアップ

計画書

社会保険加入 手当の支給等（６か月分） 支給申請期間（2か月間）

社会保険加入 支給申請期間（2か月間）

社会保険加入 支給申請期間（2か月間）

社会保険加入 支給申請期間（2か月間）

社

会

保

険

の

加

入

時

期

令和6年1月31日までに

提出（特例期間）

手当の支給等（６か月分）

手当の支給等（６か月分）

手当の支給等（６か月分）

＜申請スケジュールの例＞※給与を月末締め・翌月15日払いで支払い、手当等支給メニューを選択した場合

（※） 本助成金の支給を受けるためには、手当の支給等の取組を6か月行うごとに、2か月以内に申請することが必要です。
（※） 2024（令和６）年２月１日以降に手当の支給等の取組を始める場合は、取組を開始する前日までに、キャリアアップ計画書を提出してください。

第１期支給対象期

第２期支給対象期

★ 給与・手当の支給

〇2023年10月からキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」が始まりました。
〇労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に、労働者１人につき最大50万円を助成します。
〇支給申請の事務手続きも簡単になりました。

パートタイム・有期雇用労働法
キャラクター「パゆう」ちゃん

労働者にとって、
・「年収の壁」を意識せず働くことができる。
・社会保険に加入することで処遇改善につながる。

事業主の皆様の

人手不足の解消へ！

2024（令和6）年1月31日までに取組を開始する場合

キャリアアップ計画書は2024年１月までに管轄労働局に提出してください



その労働者が社会保険に加入してから最長２年間の
手当※３等の支給後の取扱いについて、労使で話し
合いを行う予定ですか。

2

対象となる労働者をチェックしましょう！

雇用している短時間労働者の中に、2023（令和5）年10月以降、
新たに社会保険の被保険者の要件※１を満たす方はいますか。

いいえ

その労働者は、社会保険の被保険者となってから２か月
以内に、週所定労働時間を一定時間延長すること※２がで
きますか。

いいえ

その労働者は、社会保険の被保険者と
なった日から１年が経過した時点で、
労働時間の延長ができる見込みですか。

(1)手当等支給
メニュー

(1)(2)の
併用メニュー

(2)労働時間延長
メニュー

本助成金の
支給要件には
該当しません。

その労働者は、以下の①、②の両方に該当する方ですか。
① 社会保険加入日の6か月前の日以前から継続して雇用されている。
② 社会保険加入日から過去2年以内に同事業所で社会保険に加入し

ていなかった。

いいえはい

はい

はい

はい

はい いいえ

いいえ

○ キャリアアップ助成金の申請方法や助成額などの詳細については、都道府県労働局
または管轄のハローワークまでお問合せください。

○ 10月30日以降は、「年収の壁突破・総合相談窓口」（コールセンター）でも
お問い合わせを受け付ける予定です。詳細は後日ご案内します。

※１ 厚生年金保険の被保険者数が常時101人以上である事業所の場合は、週の所定労働時間が20時間
以上かつ所定内賃金が月額8.8万円以上で学生ではないこと。100人以下の事業所の場合は、週の所
定労働時間及び月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上である者であること。

※２ 週所定労働時間を4時間以上延長、または3時間以上延長するとともに基本給を5％増額改定する
等の措置。詳しくは、表面の「（２）労働時間延長メニュー」をご覧ください。

※３ 社会保険適用促進手当（標準報酬月額が10.4万円以下の者に対して、事業主が支給する場合、最長
2年間、社会保険の標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に含めない取り扱いとする手当）

厚生労働省公式HP



３業種の三重県特定（産業別）最低賃金額が改正されます。

時間額９９９電線・ケーブル製造業

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械
器具、情報通信機械器具製造業

建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、
船舶製造・修理業,船用機関製造業、産業用運搬車両・同
部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業

令和5年12月21日現在において、三重県特定（産業別）最低賃金である「三重県銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業最低賃金」、「三重県
一般機械器具製造業最低賃金」、「三重県洋食器・刃物・手道具・金物類製造業最低賃金」、「三重県ガラス・同製品製造業最低賃金」が適

用される労働者については、三重県最低賃金額が特定（産業別）最低賃金額を上回っているため、三重県最低賃金（時間額973円）の金
額以上の賃金を支払わなければなりません。

「最低賃金」についてのお問合せは、三重労働局労働基準部賃金室（電話０５９－２２６－２１０８）まで

２９円 up

改正前（970円）

３５円 up

改正前（952円）

効力発生日 令和5年12月21日 発効

最

低

賃

金

件

名

改正額

時間額９８７
改正額

時間額1,022 ３５円 up

改正前（987円）

改正額





 

  

 
                               

墜落による死傷災害は、他の労働災害に比べ被災による重篤度が高くなってお

ります。三重労働局・各労働基準監督署では、７月と 12 月を「墜落災害防止強調

月間」として、墜落災害防止の取組を推進しています。このチェックリストを活用

して、作業場所の墜落によるリスクの低減を図りましょう。 
 

□

 足場からの墜落災害は、墜落防止措置の不備、労働者の不安全行動や無理な姿勢に

よる作業、床材や手すり等の緊結不備により発生しています。 
  
□①足場には、法令に基づき、手すり、中さん等を設置してください。※ 

□②足場には、「より安全な措置」に基づき、上さんや幅木などを設置してください。 

□③作業床の端、開口部には、囲い、手すり、覆い等を設置してください。※ 

□④フルハーネス型安全帯等の高さに応じた墜落制止用器具を使用してください。※ 

□⑤必要に応じて、墜落制止用器具を使用するための親綱を設置してください。※ 

□⑥床材、手すりなどの点検、補修を行ってください。※ 

□⑦作業手順を周知してください。 

□⑧新規入場者教育など必要な安全衛生教育を行ってください。※ 
☑がない項目についても、現場の状況等に応じて措置を講じてください。※は未実施の場合、法令に抵触することがあります。 

 

 

 

□  
はしご、脚立や階段における災害は、移動中の足の滑り・踏み外しにより発生し

ています。その他、はしご脚部の滑り、脚立上においてバランスを崩すことによる

災害も発生しています。過去の災害事例を見ますと死亡災害も発生しています。 

はしごや脚立の使用の前に、床面の広いローリングタワー（移動式足場）や作業

台などの使用を検討しましょう。 
 

□①移動中、足元の確認を徹底させ、踏み外しを防止してください。 

□②はしごの上部・下部の固定状況を確認してください。※ 

（固定できない場合は、他の人がはしごを支えてください。） 

□③はしごの上端を上端床から６０ｃｍ以上突出させてください。 

□④はしごの立て掛け角度を７５度程度確保してください。 

□⑤はしご、脚立から身体を乗り出さないように作業をしてください。 

□⑥はしご、脚立の昇降時に手に荷物を持たずに昇降してください。 

□⑦脚立の天板に乗って作業をしないでください。 
☑がない項目についても、現場の状況等に応じて措置を講じてください。※は未実施の場合、法令に抵触することがあります。 

 

          三重労働局・各労働基準監督署  

令和５年度  

墜落災害防止強調月間
夏季： ７月 1 日から３１日まで 
冬季：12 月 1 日から３１日まで 

 



□  
荷役作業の災害は、荷台作業中の足の滑り、つまづき、体勢を崩すことや、降車時のス

テップの踏み外し等により発生しています。その他、荷の固定中に固定具が外れた反動で

転落する災害も発生しています。 

□①雨天時等滑りやすい状態で作業を行う場合には耐滑性の靴を使用してください。 

□②作業を行う前に作業場所や周辺の床・地面の凹凸などの確認、整理整頓を行って 

ください。 

□③トラックの荷台や荷の上での作業及び移動はできるだけ避け、地上での作業や 

地上を移動することを検討してください。 

□④やむを得ず荷台や荷の上で作業をする際は、荷台端部付近で背を荷台外側に向け 

ないようにし、後ずさりしないようにしてください。 

□⑤テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業の 

特別教育が義務化されました。 

□⑥床面と荷台との昇降について安全に昇降できる設備を 

設置してください（積載荷重 2 トン以上）。 

□⑦保護帽を着用してください（積載荷重 2 トン以上）。 

 

 
                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

墜落による死亡災害の発生状況 

発生月 業種 被災者の 
職種・年齢 

災害発生状況 

令和 5 年

1 月 
教育研究業 作業員・４０代 被災者は、事務所 3 階の窓ふきを行っていたところ、地面に墜落した。 

令和 5 年

1 月 
食料品製造業 作業員・６０代 被災者は、工場内の中 2 階から床面に墜落した。 

令和４年

４月 

無機・有機化学 

工業製品製造業 
作業者・２０代 

被災者は、反応器の内部を縄梯子で上っていたところ、約１０メートルの高さから墜落

した。 

令和４年

2 月 

木造家屋 

建築工事 
大工・５０代 

被災者は、新築の建築工事現場において、石膏ボードを張っていたところ、約４メート

ルの高さから墜落した。 

令和 3 年

10 月 
その他の建設業 作業員・50 代 

被災者は、締固め用機械を運転し、躯体基礎上を移動していたところ、躯体端から約 3

メートル下へ墜落した。 

令和 3 年

2 月 
その他の建設業 作業員・50 代 

被災者は、工場屋根上で修理作業をしていたところ、屋根スレートを踏み抜き、約 7 メ

ートルの高さから墜落した。 

令和 3 年

2 月 
紙加工品製造業 作業員・60 代 

被災者は、テント倉庫において、フォークリフトの爪に刺したパレット上でテントの捲

れを直していたところ、約３メートルの高さから墜落した。 

令和 2 年

11 月 
その他の建設業 作業員・50 代 

被災者は、トラックのキャビン上において、屋根材の荷上げ作業をしていたところ、約

２メートルの高さから墜落した。 

令和 2 年

10 月 

その他の 

土木工事業 
型枠大工・60 代 

被災者は、倉庫２階で床上操作式クレーンを用いていたところ、２階床面の開口部から

約４メートル下の 1 階床面に墜落した。 
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墜落災害発生状況の推移（休業4日以上の死傷者数）

製造業 建設業 運送業（貨物取扱含む） その他の業種 合計

令和４年１月２日より、旧規格の墜

落制止用器具（いわゆる安全帯と呼

ばれていたもの）の使用が禁止され

ましたのでご注意ください。 

 





















 年次有給休暇 を上手に活用し働き方・休み方を見直しましょう
●「年次有給休暇の計画的付与制度」を導入しましょう。
●年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式を活用すれば休暇の分散化にもつながります。

●働き方・休み方改善ポータルサイト　https://work-holiday.mhlw.go.jp/

年次有給休暇取得促進特設サイト

厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署

年休取得促進
特設サイト▶

楽しむ冬、休みをつなげて、
もっと楽しく。
楽しむ冬、休みをつなげて、
もっと楽しく。



　「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除い
た残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる
制度です。この制度の導入によって、休暇の取得の確実性が高まり、労働者にとっては予
定していた活動が行いやすく、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。

〇〇株式会社と〇〇労働組合とは、標記に関して次のとおり協定する。 
1　当社の従業員が有する〇〇〇〇年度の年次有給休暇(以下「年休」という。)のうち5日を超える部分については、6日を限度として計画的に付与するものとする。
なお、その有する年休の日数から5日を差し引いた日数が6日に満たないものについては、その不足する日数の限度で特別有給休暇を与える。

2　年休の計画的付与の期間及びその日数は、次のとおりとする。
前期=4月～9月の間で3日間　後期=10月～翌年3月の間で3日間

3　各個人別の年休付与計画表は、各期の期間が始まる2週間前までに会社が作成し、従業員に周知する。
4　各従業員は、年休付与計画の希望表を、所定の様式により、各期の計画付与が始まる1か月前までに、所属課長に提出しなければならない。
5　各課長は、前項の希望表に基づき、各従業員の休暇日を調整し、決定する。 
6　業務遂行上やむを得ない事由のため指定日に出勤を必要とするときは、会社は組合と協議の上、前項に基づき定められた指定日を変更するものとする。
　〇〇〇〇年〇月〇日 〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇

〇〇労働組合 執行委員長 〇〇〇〇

年５日の年次有給休暇を確実に取得しましょう。
全ての企業において、年10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、
年次有給休暇の日数のうち年５日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要です 。

「一斉付与方式」「交替制付与方式」に関する労使協定の例は
『年次有給休暇取得促進特設サイト』をご確認ください ▶ 

年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。
労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立ちます。

年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう。

労使協定によって時間単位の年次有給休暇の活用もできます。

1）日数 付与日数から５日を除いた残りの日数を計画的付与の対象にできます。

年次有給休暇の付与日数が10日の労働者 年次有給休暇の付与日数が20日の労働者

◎前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越し分を含めた付与日数から５日を引いた日数を計画的付与の対象とすることができます。

※分単位など時間未満の単位での取得は認められません。また、時間単位の年次有給休暇の取得分については、確実な取得が必要な 5日間から差し引くことはできません。

例 1 例 2

5日 5日 15日 5日
事業主が計画的に付与できる 労働者が自由に取得できる 事業主が計画的に付与できる 労働者が自由に取得できる

2）活用方法

年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定の例（個人別付与方式の場合）

方式 年次有給休暇の付与の方法 適した事業場、活用事例

企業、事業場の実態に合わせたさまざまな付与の方法があります。

全従業員に対して同一の日に付与

班・グループ別に交替で付与

個人別に付与

製造部門など、操業を止めて全従業員を休ませることのできる事業場などで活用

流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業、事業場などで活用

年次有給休暇付与計画表により各人の年次有給休暇を指定

一斉付与方式
交替制付与方式
個人別付与方式

 年次有給休暇 を上手に活用し
働き方・休み方を見直しましょう

年休取得促進
特設サイト



独立行政法人 

   労働者健康安全機構「三重産業保健総合支援センター」 
  と「各 地域産業保健センター」ご利用のお知らせ 

 

  
 皆様は「産業保健総合支援センター」（通称「さんぽセンター」）をご存じでしょうか？ 
さんぽセンターは全国 47 か所にあり、三重さんぽセンターは、津市の三重県医師会館 5 階

にございます。 
さんぽセンターは厚生労働省が所管する「独立行政法人 労働者健康安全機構」の運営する

公的な機関です。労働保険料が財源であり、産業保健に関する研修や相談等を無料で実施し
ています。社員の健康管理に携わる方（事業主・人事労務担当・衛生管理者・産業医・看護職
等）ならどなたでもご利用いただけます。 
また、地域窓口として、概ね労働基準監督署管轄区域毎に地域産業保健センター（通称「地

さんぽ」）を設置しています。地さんぽでは労働者 50人未満の産業医の選任義務のない小規模
事業場を対象として労働安全衛生法で定められた保健指導等の産業保健サービスを提供して
います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三重さんぽセンターのホームページからお申込みいただけます。 
                 

さんぽセンター（産業保健総合支援センター）ってどんなところ？ ☎059-213-0711 

さんぽセンターで使える、主なサービス内容は？（事業規模の制限なし） 

セルフケア研修等の社内研修

をしたいのですが… 

健康経営を目指して 

快適職場づくりに取り組みたい 

治療と仕事の両立支援対策 

（訪問による研修・実地相談・個別調整支援） 

 
専門家が訪問し、自社内で研修を実施できる 

サービスのほか、労働者が治療を受けながら仕事を

続けるための会社・主治医・労働者との個別調整も

行えます。 

ご用命が多い研修テーマ等は、 

 ・がんなど病気治療を続けながら働いている 

  人への具体的な配慮について 

 ・社内規定の活用や見直しサポート などです。 

現在、対象者がいない事業場からも、社内規定の整

備の一環としてご利用いただいております。 

 

メンタルヘルス対策 

（訪問による研修・実地相談） 

専門家が訪問し、自社内で研修を実施できる 

サービスのほか、心の健康づくり計画の作成等

の実地相談も行えます。 

ご用命が多い研修テーマ等は、 

・管理監督者教育・若年労働者教育の研修 

・メンタル不調者への対応について 

・休職中の労働者の復職支援の流れ 

・ストレスチェック導入の留意点 などです。 

社員教育研修や、社内規定の整備の一環として

ご利用いただいております。 

 
専門的研修・相談 

当センター内にて実施する研修・相談サービス

です。研修カリキュラムは、当センターホーム

ページでご確認ください。 

産業保健に関する情報提供・広報啓発 

メールマガジンを発行しています。ご登録いただく

と、話題の産業保健情報をお届けできます。 

是非ご登録ください。無料です。 

病気になっても、安心して働ける職場づくりの 

一環として、社内研修をしたいのですが… 

 
がんなどの病気治療を続けながら働いている社員

への配慮について、助言を得たいのですが… 

 

さんぽセンターのサービスを利用するには、どうしたらいいの？ 

又は、 こちらから→ 

（例）訪問による研修のお申し込みの場合 

TOPページ →             or            →

             

→

             



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ご利用には事前の申込みが必要です。申込書類は、こちらから入手できます。→ 
詳細は事業場所在地の各地さんぽコーディネーターへお問合せください。 
                  
 
 

地さんぽで使える、主なサービス内容は？（50人未満の事業場限定）☎0596-26-1020 

健康診断結果に関する医師からの意見聴取 

健康診断で異常があった労働者に関して、具体

的な対応策（就業上の措置）について、事業主

が産業医から意見を聴くことができます。 

（労働安全衛生法第６６条の４） 

 

地さんぽのサービスを利用するには、どうしたらいいの？ 

桑名市・いなべ市 桑名市東方尾弓田３０３８

桑名郡・員弁郡 桑名医師会健康福祉ｾﾝﾀｰ２階

四日市市西新地14-20

四日市医師会館内

鈴鹿市西条5-118-4

鈴鹿市医師会館内

津市島崎町９７－１

津地区医師会館内

松阪市白粉町363

松阪地区医師会館内

伊勢市・鳥羽市 伊勢市勢田町613-12

志摩市・度会郡 伊勢地区医師会館内

伊賀市四十九町1929-42

伊賀医師会館内

尾鷲市・熊野市 熊野市井戸町750-1

北牟婁郡・南牟婁郡 熊野市社会福祉センター内

※ご利用できる時間は地域産業保健センターにより異なりますので、お問い合わせの上ご利用ください。

センター名 対象地域 住所 電話／FAX

桑名 0594-25-3481

松阪
松阪市・多気郡

0598-21-3308

（火・木・金）

（火・水・木） 同上

四日市
四日市市・三重郡

080-9370-2042

（火・水・木） 059-352-8050

津
津市

059-227-5252

（月・水・金） 059-227-5263

鈴鹿亀山
鈴鹿市・亀山市

059-384-0230

（火・水・木） 同上

同上

東紀州 0597-89-6039

（火・水・金） 同上

（火・木・金） 0596-23-6485

伊賀
伊賀市・名張市

0595-24-3613

（月・火・水） 0595-24-3409

伊勢 0596-26-1020

長時間労働者や高ストレス者に対する面接指導 

長時間労働者やストレスチェックに係る高スト

レス者が直接面接を受け、産業医に必要な指導を

受けること等ができます。 

（労働安全衛生法第６６条の８，１０等） 

 


